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五
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十
八
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護
保
険
法
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平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
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示
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十
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険
法
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成
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律
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十
六
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項
本
文
の
規
定
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よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
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一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
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二
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九
十
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合
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前
市
大
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丁
目
二
の
二

通
所
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ビ
リ
テ
ー
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軽
保
健
生

活
協
同
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生
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リ
ニ

ッ
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前
市
大
字
野
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二
丁
目
二
の
一

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
丸

正

青
森
市
大
字
原
別

字
下
海
原
三
五
の

二

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

幸
の
里

青
森
市
大
字
原
別

字
下
海
原
三
五
の

六

��

･

�･

�

株
式
会
社
青

和
メ
デ
ィ
カ

ル
・
サ
ポ
ー

ト

青
森
市
富
田
三
丁

目
一
七
の
二
三

福
祉
用
具

貸
与

訪
問
介
護
セ

ン
タ
ー
青
和

青
森
市
富
田
三
丁

目
一
七
の
二
三

��

･

�･

�

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

八
戸
医
療
生
活

協
同
組
合

八
戸
市
南
類
家
一

丁
目
一
七
の
二

生
協
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
み
な
み

る
い
け

八
戸
市
南
類
家
一

丁
目
一
三
の
七

平
成

��･

�･

��

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
二
の
二

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合
健
生
ク
リ

ニ
ッ
ク
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

��･

�･

��

平
成
二
十
年

八
月
二
十
日

(

水
曜
日)

第
二
千
九
百
七
十
四
号



( )

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
届
出
の
あ
っ
た
水
域
施
設
等
の
建
設
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年

七
月
二
十
二
日
付
け
で
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

届
出
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
の
三

東
京
電
力
株
式
会
社

取
締
役
社
長

清
水
正
孝

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

(

政
治
資
金
規
正
法
に
よ

る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
18
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
佐
々
木
誠

造
後
援
会
の
項
中
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又
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区

分

変

更

前

変

更

後

届
出
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ

の
代
表
者
の
氏
名)

取
締
役
社
長

勝
股
恒
久

取
締
役
社
長

清
水
正
孝

施
設
の
所
在

す
る
水
域
の

範
囲

範
囲

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度

三
三
分
三
秒
四
・
六
二
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
九
九
度
一

八
分
三
九
秒
五
・
七
八
二
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
九
四
度
一

分
一
五
秒
四
・
二
五
八
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
九
八
度
二

九
分
二
二
秒
二
七
・
三
二
八

メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
一
度
三

三
分
三
秒
二
・
六
七
三
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
八
度
四

七
分
五
六
秒
二
・
六
九
四
メ

ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
一
〇
一
度

三
三
分
三
秒
四
・
二
八
四
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
九
九
度
一

八
分
三
九
秒
五
・
七
八
二
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
九
四
度
一

分
一
五
秒
四
・
二
五
八
メ
ー

ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
九
八
度
二

九
分
二
二
秒
二
七
・
三
二
八

メ
ー
ト
ル
の
地
点
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を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

同
要
旨
の
平
成
18
年
分
�
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
イ
資
産
の
�
借
入
金
の
内
訳
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
訂
正
す
る
。

｣

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
年
八
月
八
日
付
け
裁
決
書

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
年
九
月
九
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
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青
森
県
医
師
連
盟

社
団
法
人
青
森
県
医
師
会

15,000,000

青
森
県
医
師
連
盟

社
団
法
人
青
森
県
医
師
会

15,000,000

佐
々
木
誠
造
後
援
会
福
井
純
子

79,105

氏
名

住
所

備
考

6,241,300

5,102,470

5,102,470

1,138,830
983,978
514,885
180,093
15,000
274,000

8,956,000

7,225,278
8,956,000
964,726
9,920,726

6,320,405

5,181,575

5,181,575

1,138,830
983,978
514,885
180,093
15,000
274,000

79,105
8,956,000

7,304,383
9,035,105
964,726
9,999,831



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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廣
瀬
勤

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

京
都
府
八
幡
市
男
山
笹
谷
８
番
地
Ｄ
７
－
20

1

谷
口
明
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

大
阪
府
豊
中
市
南
桜
塚
三
丁
目
１
番
１
号

橋
本
明
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

福
岡
県
久
留
米
市
津
福
本
町
1664番

地

荒
川
時
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

福
岡
県
福
岡
市
東
区
大
字
津
屋
1274番

地
２

本
村
惠
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

福
岡
県
福
岡
市
東
区
大
字
香
椎
1983番

地
11

大
友
卓
夫

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

福
岡
県
福
岡
市
西
区
下
山
門
団
地
11番

208
号

清
水
石
孝
志

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

東
京
都
町
田
市
南
大
谷
900番

地

清
水
恵
津
子

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

東
京
都
板
橋
区
稲
荷
台
４
番
11号

那
須
ハ
ツ
ミ

住
所
不
明

た
だ
し
､
土
地
登
記
簿
の
住
所

大
阪
府
大
阪
市
西
成
区
鶴
見
橋
一
丁
目
４
番

24号


